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第８年度の活動報告と
第９年度の活動方針

１。第 ８ 年 度 の 活 動 報 告

●アスベスト問題

アスペスト問題については、総合的なアスペスト

対策を推進するための基本法の提案を行っていまし

たが、政府の対応は、建築基準法、廃棄物処理法な

どの個別法改正にとどまっていました。そこで、国

民会議では、政府の対応に対する意見書を作成、提

出するとともに、各政党の国会議貝に対して働きか

け を 行 い ま し た。

また、「石綿対策全国連絡会議」（全国連）が主催

する「アスベスト対策基本法の制定、すべての被害

者の補償を求める請願・１００万人署名活動」にも協力

しました。目標を上回る１４６万余人の署名が集まり、

衆一参両院宛に提出しました。しかし、残念ながら、

総合的な「基本法」成立には至りませんでした。こ

のため、各法の政省令の改正案に対して逐次意見を

述べることにし、意見提出を行ないました。

さらに、今回のアスペスト関連の法改正は吹きつ

けアスペスト対策にとどまっており、広く一般住宅

でも用いられるアスベストを含有する建材等に対す

る対策は何ら講じられていません。これらアスベス

ト含有建材は、そのまま使用するのは差し支えない

のですが、破断するとアスベストが飛散する可能性

があります。したがって、建物に使用されている建

材等についても、まずアスペスト含有の有無を確認

し、含有されているものについては、修理・増築等

の際に十分注意する必要があります。そこで、国民

会議アスベスト・プロジェクトチームでは、一般住

宅の中でどんなところにアスペストが使われている

のか、使われている場合にどう対処すればよいのか

などについて具体的に解説したブックレットの作成

に取り組んでいます。来春刊行予定ですので、ぜひ

お買い求めの上、皆さんの住宅の中のアスペストの
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国 民 会 議 事 務 局 長 中 下 裕 子

有無をチェックしていただければと思います。

●子どもの環境保健問題

新 ・ 子 ど も プ ロ ジ ェ ク ト チ ーム が 中 心 と な っ て、

今、子どもたちの心身に起きている現象を広く取り

上げる連続学習会が始まりました。学習会では、専

門家とともに、必ず被害者や被害問題を取り扱うＮ

ＧＯからもお話をうかがうようにしました。その結

果、問題への理解が一層深くなり、被害者グループ

との交流も進みました。子どもの問題に取り組むＮ

ＧＯはさまざまな領域に分かれていて、あまり相互

交流がないのが実情です。国民会議では、このよう

な活動を通じて、さまざまな領域の人々と、しなや

かな連帯のネットワークを構築していきたいと考え

て い ま す。

金属製のアクセサリーからの鉛溶出の報道を機に、

「鉛のリスク削減に関する提言」を取りまとめ、提出

し ま し た 。 行 政 の 担 当 者 と 意 見 交 換 を し ま し た が、

その中で、どの省庁も縦割り組織の下での対応にと

どまっており、トータルな鉛曝露の削減に責任をも

って取り組む部局はどこにも存在しないという事実

を改めて再認識しました。これでは、第２、第３の

アスベスト問題が生じかねません。国民会議の活動

の重要性を、改めて痛感しました。

ブックレット第１弾の「イヒ学汚染から子どもを守

る」は、お蔭様で好評でしばらく品切れになってい

ましたが、このたび改訂版を増刷（第三刷）しまし

た。「牛乳についての警告～牛乳・乳製品と女性ホル

モン」など、新たな問題も追加しています。販売に

ご協力をお願いします。

●ニュースレターの発行

環境ホルモン問題については、環境省までが「大

した問題ではなかった」として対策を縮減してしま

ったため、最近では新聞での報道もほとんどなくな



ってしまいました。しかし、決して問題が解決した

訳ではないのは、これまでも繰り返し中し上げてき

た通りです。そこで、国民会議としては、研究者の

方々にご協力をお順いして、環境ホルモン研究の最

先端の情報をわかりやすく紹介するシリーズをニュ
ースレターに掲載することに致しました。今日では

なかなか得がたい情報源としてご活用いただければ

と思います。また、これを機に会員増大にご協力を

お願いできればと願っております。

その他の活動を含め、第８乍度の活動報告は以下

の と お り で す。

１ 政 策 提 言 活 動

（１）アスペスト問題

①「アスベスト問題に係る総合政策案」に対する意

見書の提出Ｑ（）０６．１．２３）

②「石綿を含む廃棄物に係る廃棄物処理法施行令等

の改正案」に対する意見書の提出口００６．７．８）

（２）内開府総合科学技術会議「『科・学技術に関する

基本政策について』に対する答申（案）」に対す

るパブコメ提出口（）０５．１２．１１）

（３）「第三次環境基本計画（案）」に対する意見書提

出（２（）Ｏ（５．２．２８）

（ ４ ） 「 鉛 の リ ス ク 削 減 に 関 す る 提 言 」 の 提 出

（２（）０６．５．１２）

２ シ ン ポ ジ ウム ・ 学 習 会 の 開 催

（１）新・子どもプロジェクト連続学習会の開催

①「子どもに何か起こっているのか？」（講師：瀧井

宏臣氏、水野玲子氏、２２０Ｃ）６．５．２７）

②「子どものアレルギーが増えているに（講師：角

田和彦氏、赤城智美氏、１２０（）（５．６．２５）

③「化学物質過敏症から子どもを守れ！」（講師：古

川俊治氏、青山和子氏、２０（）（５．７．１）

④「子どもの『脳の発達障害』と向き合おう～ＬＤ、

ＡＤＨＤ、高機能自閉症～」（講師：黒田洋一郎氏、

新堀和子氏、２００６．１０．２２）

（２）学習会「プラスチックごみ処理ここが問題！
～ ブ ラス チ ッ ク ご み 中 継 基 地 の 問 題 点 ～ 」 開 催

（講師：影本浩氏、２００６．７．１４）

（３）他ＮＧＯとの連携

①第２回未来世代のための環境シンポジウム「化学

物質の健康診断と予防原則」口（）Ｏ（５．６．２４）

②Ｔウォッチ市民セミナー「どうする日本の化学物

質管理一市民からの提案」口（）０６．９．９）

③容リネットヘの参加

３ノンアスベスト社会の実現に向けて、「アスベス

ト対策基本法の制定、すべての被害者の補償を求

める請願・１００万人署名活動」への協力

４ ニ ュ ース レ タ ー の 発 行
・「環境ホルモン研究の最先端」シリーズ開始

５ Ｈ Ｃ Ｗ Ｈ ｒ 医 療 廃 棄 物 の 非 焼 却 処 理 技 術 』 の 翻

訳版完成、ホームページに掲載

６ ブ ッ ク レ ッ ト の 刊 行
・第５弾「アスベストにどう対処するか」（仮題）作

成中（来存刊行予定）
・「イヒ学汚染から子どもを守る」新版増刷

２ ． 第 ９ 年 度 の 活 動 方 針

第９年度の活動方針は下記のとおりです。

ＥＵの新化学物質政策（ＲＥＡＣＨ）が、いよい

よ議会通過の見通しです。これを受けて、日本でも

現行の化学物質管理制度の見直しの動きが出始めて
います。２００５年、国民会議をはじめ化学物質問題に

かかわるＮＧＯが連携して「化学物質汚染のない地

球を求める東京宣言推進実行委員会」を結成し、署

名活動を行いました。今般、それらのＮＧＯが中心

となって、新たに「新化学物質政策ＮＧＯフォーラ

ム」を結成し、新たな化学物質政策についての市民

提案を作成、提案の予定です。また、来年３月には

ＥＵ・アメリカから講師を招いて国際セミナーの開

催 を 企 画 して い ま す。

来年９月には、国際ダイオキシン会議が東京で開

催されます。これに合わせてＮＧＯフォーラムを開

催 で き る よ う に し た い と 考 えて い ま す。

今総会で、新たにＣＳ（化学物質過敏症）問題に

お詳しい方々が常任幹事・に送任されましたので、新

たにＣＳプロジェクトチームを設置して取り組みを

開 始 し た い と 思 い ま す。

ＥＵでは、「ＲＯＨＳ規制」という製品中の有害物

質規制も始まりました。日本では製品中の化学物質

に関しては、情報開示さえ極めて不十分な状況です。

ブックレット③「知らずに使っていませんか？家庭

用品の有害物質」ではこの問題を収り上げましたが、

このブックレットで取り上げられなかった家具や自

動車、ＩＴ製品などについても調査を開始し、助成

金が得られればブックレットにまとめたいと考えて

ＮＥＷＳＬＥＴＴＥＲＶｏｌ４４０



い ま す。

アスペスト問題、子どもの環境保健問題、食品問

題、廃棄物問題についても、引き続き活動を継続し

てまいります。広報委員会（ニュースレター担当）

も、皆様のご要望に沿えるような情報発信に努めて

ま い り ま す。

国 民 会 議 の 活 動 範 囲 は 年 々 拡 大 し 続 け て い ま す。

物言えぬ野生生物と次世代の子どもたちに成り代わ

って、第９年度も精力的に活動を続けていきたいと

考えています。どうか、引き続きよろしくご支援・

ご協力をお願い申し上げます。

〈第９年度の活動方針〉

１ ア ス ベ ス ト 問 題
・ブックレットの発行

・情報収集、学習会の開催

２ 子 ど も の 環 境 保 健 問 題
・鉛のリスク削減についての再提言

・情報収集、学習会の開催

・子ども問題にかかわる他分野の人々との交流の推進

３ 新 た な 化 学 物 質 管 理 の あ り 方 を め ぐる 問 題
・ 「 新 化 学 物 質 政 策 Ｎ Ｇ Ｏ フ ォ ー ラム 」 を 結 成 し、

市民提案を作成
・国際セミナーの開催（２００７年３月４日）

４ ダイ オ キ シ ン 問 題
・国際ダイオキシン会議にあわせたＮＧＯフォーラ

ムの開催
・ダイオキシン法の見直しに関する提言作成

５ 廃 棄 物 問 題
・ 廃 プ ラ 問 題 に つ いての 情 報 収 集 、 学 習 会 の 開 催、

提言作成
・容り法改正提言の作成

６ 環 境 ホ ル モ ン 問 題 に つ いての 情 報 発 信
・ニュースレターでの掲載、学習会の開催

７ 食 品 の 重 金 属 汚 染 問 題
・情報収集、学習会の開催

８ Ｃ Ｓ 問 題
・新プロジェクトチームを結成して、情報収集、発

信、提言などの収り組み開始
・相談体制の整備に向けた準備活動

９ 家 庭 用 品 中 の 有 害 物 質 問 題
・ブックレット③の第２弾の発行準備（予算巾請）

１０ニュースレターの発行

ＯＮＥｖｖｓＬＥＴＴＥＲＶＯＩ．４４

１１会貝拡大
・支部活動への支援

１２他ＮＧＯとの連携強化

〈第８年度の活動記録〉
２００５年１２月１１日内開府総合科学技術会議ｒ「科学技

術に関する基本政策について」に対する答（案）』
に対するパブコメ提出

２００６年１月２３日関係閣僚会合「アスペスト問題に係
る総合政策案」に対する意見書の提出
１月３０日「１００万人署名達成！なくせアスベスト
被害、国民決起集会」開催・デモ・署名提出（主
催：石綿対策全国連絡会議）につき協力
２月２８日中央環境審議会総合政策部会「第三次環
境基本計画（案）」に対する意見書提出
５月１２日「鉛のリスク削減に関する提言」を環境
省、厚労省へ提出、各担当行政官と意見交換。記
者会見
５月２２日同、文科省へ提出、担当行政官と意見交
換
６月１日同、経産省へ提出、担当行政官と意見交
換
５月２７日新・子どもプロジェクト連続学習会（第
１回）「子どもに何が起こっているのか？」（講
師：瀧井宏臣氏、水野玲子氏）開催
６月２４日第２回未来世代のための環境シンポジウ
ム「イヒ学物質の健康診断と予防原則」開催（主
催：ＮＰＯ次世代環境健康学センター／ＷＷＦジ
ャパン）につき協力
６月２５日新・子どもプロジェクト連続学習会（第
２回）「子どものアレルギーが増えている！」（講
師：角用和彦氏、赤城智美氏）開催
７月１日新・子どもプロジェクト連続学習会（第
３回）「化学物質過敏症から子どもを守れリ（誰

師：古川俊治氏、青山和子氏）開催
７月８日環境省「石綿を含む廃棄物に係る廃棄物
処理法施行令等の改正案」に対する意見書の提出
７月１４日公開学習会「プラスチックごみ処理こ
こが問題！～プラスチックごみ中継基地の問題点
～」（講師：形木浩氏）開催

９月９日市民セミナー「どうする日本の化学物質
管理一市民からの提案」開催（主催：有害化学物
質削減ネットワーク（Ｔウォッチ））につき協力

１０月２２日新・子どもプロジェクト連続学習会（第
４回）「子どもの『脳の発達障害』と向き合おう
～ＬＤ、ＡＤＨＤ、高機能自閉症～」（講師：黒

田洋一郎氏、新堀和子氏）開催



第９回国民会議総会・記念フォーラム報告

会貝の皆様のご支援を受けて、ダイオキシン・環境ホル
モン対策国民会議は発足９年目を迎え、２００６年１１月１８日

（土）、東京・池袋のハナシンスクエアにおいて、第９回国
民会議総会・記念フォーラムを開催しました。
１．分科会
午前１０時から１２時まで、以下の３つのテーマ別分科会を

催しました。
・第１分科会「子どもの健康・発達と重金属」講師：東

京大学新領域創世科学研究科助教授吉永淳さん
・第２分科会「アスペストと建材」講師：シックハウス

カウンセラー井上雅雄さん
・第３分科会「廃プラスチック問題」講師：循環資源研

究所所長村田徳治さん、廃プラ燃をやすな！市民協議
会代表植田靖子さん、目黒区議会議貝坂本史子さん
各分科会の報告は、木ニュースレター６ページ以下をご

覧下さい。
２．総会
午後１時から２時まで、国民会議会貝約６０名の出席を得
て、年次総会を行いました。冒頭、立川涼代表からのご挨

拶の後、会場からの推薦により、神山美智子副代表が議長
に選任されました。

（１）議題１：第８年度の活動報告・会計報告
まず、中下裕子事務局長から、第８年度の活動報告概要

の説明があり、続いて、食品プロジェクトチーム（森脇靖

子座長）、子どもプロジェクトチーム（粟谷しのぶ座長）、
広報委貝会（中村晶子事務局次長）から活動報告、次いで
第８年度会計報告がありました（本ニュースレター１２～１３
ページ）。

（２）議題２：第９年度活動計画
中下事務局長より、第９年度の活動計画の説明がありま
した（本ニュースレター２～４ページ）。

（３）議題３：規約改正
これまで、国民会議は事務所が東京に置かれている関係

で、東京近辺での活動が主だったのですが、次第に地方の
会貝の方が増え、熱心に活動されていることから、支部を
設けることができるように規約改正が提案されました。
（４）議題４：役員選任
第８年度末をもって、常任幹事９人、幹事２人の方が、

多忙を理由に退任され、かわって第９年度から、新しく６
人の方が常任幹事に就任されました（網代太郎、井上雅雄、
小椋和子、小池操子、中島貴子、水野玲子の各氏）。

（５）自由討議
会場の会貝の方から、次のようなご発言があり、議長及
び事務局からお答えしました。

①会計報告だけでなく、新年度予算案を示すべきではな
い か。
→ご指摘の通りです。会計報告のように、一番大きな収

入は入会金・会費収入、次いで助成金・寄付金です。今年
度分の会費請求を年末に行いますが、納入を忘れる方も多
く、実際納入をしていただくまでどのくらいの収入になる
か読み切れないこと、助成金・寄付金収入も総会の時点で

不明なため、具体的に収支を明示した予算案を作成しづら
いという事情があります。来年度から予算案を提出するよ

うに致します。
②ニュースレターの印刷費・発送賞が一番の支出だとい
うことだが、ニュースレターの記事をＰＤＦ化してイ
ンターネットで配信することで、費用を削減してはど

うか？
特に会費未納の会貝にニュースレターを送るのはい
かがなものか。そのような会貝には、データで送るよう
にしてはどうか。
→広報委貝会で検討し、経費の削減に努めます。

（６）議題の承認
せめて、おおよその予算は示してもらわないと、会計報

告の承認もしづらいとのご指摘があり、議長から咋年度と
ほぼ同様の収支となる見込みであること、未納の会費の徴

収に努力することをお約束して出席者各位のご了解を得、
議題１から４が一括して承認されました。
３．記念講演
午後２時より、森田昌敏さん（愛媛大学農学部教授、国

立環境研究所特別客貝研究員、環境ホルモン学会会長）に
よる「環境ホルモン問題の現状と課題」と題するご講演を
いただきました。環境ホルモン研究の最先端について、大

変わかりやすくご講演いただきました。この要旨は、既に
ニュースレター４３号に「連載：環境ホルモン研究の最先

端環境ホルモン問題の現状と課題」と題して掲載してお
りますので、そちらをご覧下さい。
４．閉会
最後に立川涼代表より閉会のご挨拶があり、来年の１０周

年にむけて、一層有意義な活動をしていくことを確認して
お開きとなりました。
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「子どもの健康・発達と重金属」
講師＝東京大学栗，噸域創世科学研究科助教授吉永淳氏

１ 。 子 ど も の 健 康 、 発 達 と 重 金 属

子どもの健康や発達と重金属の今日的問題として、

胎児期メチル水銀曝露、及び鉛の低レベル曝露とい

う２つのテーマで、吉永淳先生（東京大学新領域創

成科学研究科・環境健康システム学助教授）にご講

演 を い た だ き ま し た。

①胎児期メチル水銀曝露

ａ）胎児性水俣病の症状

神経ネットワークや脳の発達抑制といった神経症

状が主であり、精神遅滞、小脳失調、発音障害、多

動、斜視、唾液過多といった症状が挙げられ、四肢

の 変 形 な ど 成 長 障 害 も 見 ら れ る 。 後 の 研 究 に よ り、

母親の頭髪水銀濃度４０μｇ／ｇ（４０ｐｐｍ）程度で発症す

るとされている。なお、頭髪中水銀濃度と大脳中水

銀濃度には強い正の相関関係があることが、他の研

究 か ら 判 明 して い る。

い母親頭髪中水銀濃度と胎児への影響疫学調 香

水俣における中毒事件のみでなく、７１年に死者４５９

名を出したイラクの中毒事件でも、ＷＨＯなどにより

追跡調査が行われた。それによれば、妊娠中に曝露

し た 母 親 か ら 生 ま れ た 小 児 に は 発 達 遅 延 が 見 ら れ、

妊娠時の母親頭髪巾水銀が１５～１２０ｒ３ｐｎｌ程度でも影響

があると示唆された。この濃度レベルは、魚を多食

する文化を持っている私たちからかけ離れた値では

ない。今の日本人平均は２～３ｐｐｍだが、漁師など

魚を毎日１００ｇ以上と多量摂取する人は３０Ｐｐｍに達す

るとされており、注意が必要である。

ＯＦＡＯ／ＷＨＯの暫定週間許容摂収量（町ＷＩ）

その他、カナダ、ニュージーランド、ペルー、セ

イシェル、フェロー諸島、ポルトガルなどにおける

複数の疫学調査によれば、子どもへの影響の有無の

判定が半々となっているが、少なくとも「影響あり」

という結果は無視できない。

このうち調査の信頼性の高いセイシェルとデンマ
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- ク の フ ェロー諸島におけるコホート調査の結果を

踏まえて、０３年ＦＡＯ／ＷＨＯの暫定週間許容摂取量

（ＰＴＷＩ：ｒ）ｒｏｖｉｓｉｏｎａｌＴｏｌｅｒａｂｌｅＷｅｅｋｌｙｌｎｔａｋｅ）が発表

された。出生した小児の神経への無毒性用量（母親

の妊娠中頭髪濃度として）である１２ＰＰｍ（フェロー

諸島）、１５．３Ｐｐｍ（セイシェル）との数値から、ＰＴＷＩ

は１．６μｇ／ｋｇ（休重）／週が導かれたとされる。

ｄ）厚生労働省によるメチル水銀許容摂取量（０５年）

と魚介類摂取の目安

これに伴い厚労省は０５年、妊婦の曝露による小児

の障害を防止するための許容量として、新たに許容

摂取量を２．０μｇ／ｋｇ（体重）／週、１４μｇ／日（体重５０ｋｇ

を 仮 定 ） と 定 め た 。 こ の 摂 取 レ ペ ル を 守 る た め に、

妊婦の魚介類摂取量１回約８０ｇとして、週に１回まで

（キンメダイなど。後にクロマグロ、メバチマグロを

追加）、週に２回まで（マカジキなど。後にミナミマ

グロを追加）など、頻度による摂取制限の目安が発

表 さ れ た。

ただし現在、日本人のメチル水銀摂取量の詳細は

不明である。平均総水銀摂取量（９４～０３年平均）８．４

μｇ／ロは、メチル水銀に換算すると５．９μｇ／日と推定

され、メチル水銀としての新基準１４μｇ／日を下回っ

ていること、及び摂取量と感受性のばらつきを考慮

しても、一般的には問題のないレベルと考えられる。

②鉛の低レベル曝露の影響について

ａ）米国疾病管理予防センター（ＣＤＣ）の子どもの

鉛血中濃度の対策規準

１９４０年代から、小児期鉛中毒の後遺症として治癒

後の行動異常や成績不良などの症状は気づかれてい

た。しかし、７９年Ｎｅｅｄｌｍａｎらにより、乳歯中鉛濃度

の高い子どもの知能指数が、濃度の低かった子ども

の 知 能 指 数 よ り 有 意 に 低 い と い う 結 果 が 発 表 さ れ、

その後世界各国で行なわれた同様の調査によっても、

これを支持する結米が多数報告された。これらの知



見をもとにＣＤＣは９１年、対策規準として１０μｇ／ｄＬを

設 定 し た。

ｂ）ＣＤＣ対策基準１０μｇ／ｄＬ以下でも知能の低下

ところが０３年に、Ｃａｎｆｉｅｌｄらが血中濃度１０μｇ／ｄＬ以

下でもＩＱへの影響があること、平均血中レベルが

７．４μｇ／ｄＬの子どもたちの間では血中鉛温度とＩＱの

問に負の相関があっただけでなく、１０μｇ／ｄＬ以下の

方がむしろ鉛暴露の影響が大きいことを示した。ま

た米国での調査結果によれば、小児の行動への影響

として、多動、攻撃性・衝動性が高い、非行傾向など

の報告があり、神経行動発達の而からは、言語や聴

覚を通した情報処理や注意力が劣るとの報告もある。

相次いで報告された知見に基づけば、小児の鉛暴

露は知能に影響を及ぼすが同値が明確でないといえ、

ＣＤＣの対策規準が今後下方修正されるのは必至であ

ろ う。

ｃ）わが国の鉛暴露レベルと対策の現状

世界に先駆けてガソリンの無鉛化を達成したわが

国では、そのせいか、鉛の有害性に対する関心が低

い傾向がある。たしかに日本の環境巾鉛レペルは低

く、ふつうに暮らす限りにおいては、急性・慢性鉛

中毒の懸念はないといってよい。しかしいま国際的

に問題とされているのは、前述のような低い鉛暴露

レペルで引き起こされる、子どもの知能への影響で

ある。海外では子どもの知能と鉛の低レベル曝露の

調査研究が大々的に行われている中で、実のところ

日本では、鉛曝露の最も一般的な指標である血中濃

度すら僅かな報告数しかなく、わが国においては小

児の鉛問題に関して関心が向けられて来なかったこ

と が 覗 える。

ｄ）日本人小児の鉛曝露と今後の対策

小林らの０４～０５年のデータによれば、小児の血中

鉛平均濃度は、１．３６μｇ／ｄＬとかなり低く、０５年～０６

年のわれわれのデータでも１．１８μｇ／ｄＬであり、９７年

の加治医師らの３．１６μｇ／ｄＬとの値からさらに下がっ

て い る。

しかし鉛の小児ＩＱへの影響には閥値がないとも

いわれていることから、できる限り曝露レペルを下

げておくことが望ましい。一方、わが国の子どもを

取り巻く環境には、公図の遊具から剥がれ落ちた錆

止め剤などによる鉛を含んだ土壌など、鉛汚染が放

流されている事例も当研究室の調査で判明している。

また平均は１μｇ／ｄＬレベルでも、分布の高値側にいる

子どもたちについては周辺環境の調査を行ない、鉛

暴露レベルを上げている要因の究明とその除去の必

要 が あ る。

２ ． 食 品 プ ロ ジ ェ ク ト チ ー ム 報 告

下記の２件に関する諸情報のまとめが報告されま

し た。

①食品に含まれる鉛と摂取量：０６年７月農水省が発

表した「食品に関するリスクプロファイルシート」

によれば、コーデックスやＥＵの基準値である０．１～

０．５ｍｇ／ｋｇに比べ、ほとんどがその１／１０～１／１００に留ま

っている。しかし現在、わが国でも鉛汚染が進行し

たり、放置されたりしている地域はあると推測され、

そのような地域で栽培された農作物中の鉛含有量が

高くなる可能性が懸念されている。事実、原囚は不

明ながら、厚労省の平成１６年度研究によれば、地域

別鉛摂取ｌｉＪＪは５５．８μｇ／人／日と沖縄が多く、北海道は

０．９μｇ／人／日と少ないなど、明らかな相異がある。

②コーデックス委員会総会における食品中のカドミ

ウムの国際基準値の検討結果（Ｈ１８年７月厚労省、

農 水 省 ） ： 米 の 基 準 値 と し て 「 精 米 に つ い て

０．４ｍｇ／ｋｇ」とされたのは、これまでの玄米について

の基準値と異なり、玄米を削ればどのような汚染米

も規準に合致することとなる。また乾燥大豆を対象

から除いているなど、極めて問題性の強い規準であ

る 。 （ 山 田 久 美 子 ）
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「アスベストと建材」
講師 ： ア ス ベ ス ト チ ー ム ・ 常 任 幹 事 井 上 雅 雄 氏

ｒＴｊｉ・

２００５年６月、「クボタ・ショック」を契機として、アスペスト被害の深刻な実情と国

の対策の遅れが明らかになりました。２００６年１月、被害者救済のための新法が制定され

ましたが、現在使用中のアスベストに対する対策は不十分なものにとどまっています。

アスベストの用途の最大は建材で、一般住宅を含めて建物に広く使用されています。

アスベストの使用を知らずに破損したりすると、気づかないままアスベストを吸い込ん

でしまうということになりかねません。

そこで、国民会議のアスペストチームのメンバーで、シックハウス問題にもお詳しい

井上雅雄さんに、私たちの住宅や身の廻りの製品のどんなところにアスペストが使われ

ているかについてお話をしていただきました。

● ア ス ベ ス ト と は ？

アスペストは、蛇紋石や角閃石が繊維状に変形し

た天然の鉱物のことで、蛇紋石系（クリソタイル）

と角閃石系（クロシドライトなど）に大別されます。

石綿の繊維一本の細さは、だいたい髪の毛の５０００分

の１程度の細さです。ギリシア語のしない（ない）

と い う 意 味 の 「 ａ 」 と 、 消 化 で き る と い う 意 味 の

「ｓｂｅｓｔｏｓ」から来ています。生産量の大きかったもの

は、クリソタイル（白石綿／温石綿）、クロシドライ

ト（リーベック閃石／青石綿）、アモサイト（直閃

石／茶石綿）の３種頬です。

● ア ス ベ ス ト に よ る 健 康 障 害

アスベスト曝露に関連があるとして確認されてい

る疾病は、石綿肺、肺がん、悪性中皮腫の３疾患です。

その特徴は石綿を吸ってから長い年月を経て突然発

病することが多いこと、また、潜伏期間には自覚症

状がなく、発病すれば有効な治療方法がなく死亡率

が高いことにあります。胸部Ｘ線写真での発見は難

しく、ＣＴスキャンによる検査が必要です。

今般、石綿工場労働者の家族や工場周辺の住民に

も被害が及んでいることが明らかになりました。石

綿を取扱う仕事に従事していなくても、多くの製品

に使われていたことから知らずにアスベストを吸っ
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て いた可能性があります。また、それらの製品の破

損・劣化により一般の人々にも曝露の危険性がある

こ と は 否 め ま せ ん。

● ア ス ベ ス ト は ど ん な 製 品 に 使 わ れ た か

アスベストには、①繊維状で紡緻性を有する、②

耐熱性に俊れている、③曲げや引っ張りに強い、④

耐薬Ｉ回生に優れている、⑤電気絶縁性を有するとい

った利点があるうえ、安価で経済性にも優れていま

す。このため、アスペストはさまざまな工業製品に

利用されてきました。耐火被覆の吹き付け材をはじ

め、紡繊品、ジョイントシート、石綿紙・板、ブレ
ーキライニング等の摩擦材のほか、産業機械・化学

設備・船舶・自動車部品、さらには石綿スレートな

どの建築材料や、上下水道・防火壁・煙突、ボイラ
ーなど３０００種類もの製品に使用されていることが報

告 さ れて い ま す。

● 建 材 と ア ス ベ ス ト

アスペスト使用建材には、石綿スレートなどアス

ベスト成形板、石綿管、石綿パイプ、上下水道・防

火壁・煙突、耐熱パッキン類、ボイラーなどがあり

ます。アスペストＪｊｔ形板には、表①のようなものが

あ り ま す。

使用用途としては、カラーベストなどの瓦、窯業



系サイディングボード、外装吹き付け材、軒天部分、

波 型 ス レ ー ト 屋 根 Ｏ Ｒ の ホ ーム 屋 根 に 多 川 さ れて

いる）、波型スレート壁（工場・倉庫の壁）のほか、

耐火被覆のための吹き付け材です。
ハウスメーカーのホームページを見ると、自社製

品で使用されたアスベストの使用箇所、種類、使用

量、製造時期などが公表されていますので、皆さん

もぜひチェックしてみて下さい。それによると、シ

ステムトイレの壁パネルのセメント基板、浴室の壁

の内装材やパッキン類、台所用壁材、ビニール床タ

イルなどさまざまな箇所に使用されていることがわ

か り ま す。

現在、アスペストチームでは、これらの情報を集

めたブックレットを作成しています。来春刊行予定

ですので、ぜひご利用下さい。

（表①）

石綿スレート 屋根材
石 綿 ス レ ー ト パ ー ラ イ ト 板 天井や壁の下地材
パルプセメント板 内壁・天井・軒天井

成形セメントケイカル板 内装下地材
フレキシブル板 内装仕上げ材
石綿セメント系サイディング 住宅一工場・倉庫の外壁

住宅屋根葺き用石綿スレート 屋根葺き材
化粧板セメントケイカル板 内装仕上げ材
合板補強石綿セメント板 住宅外装材
石綿スレート系木毛セメント板 外壁・屋根下地・間仕切

スラグ石こうセメント板 軽賢一中賢・内装・外装

吸音孔あき石綿セメント板 吸音材
押し出し成形セメント板 外壁材
ビニル浴衣イル 床材
石 こう ボー ド 天井下地材・壁材・間仕切

岩塩吸音板 天井材

● タ ル ク と ア ス ベ ス ト

あまり知られていないのですが、実はタルク系充

填材にもアスペストを含有しているものがあるので

はないかと、１＆われます。以前、赤ちゃんのベビーパ

ウダーのタルクにアスペストを含有していたものが

あったことが問題となりましたが、同じような問題

がタルク系充焼材にもあるのです。

タルク系充填材は、モルタル混和材や外装吹き付

け塗料、仕上げ塗料など多くの建築材料として建築

現場で使用されてきました。これらの充填材は非ア
スベスト製品とされていましたが、分析手法を変え

ると、３～１４％程度のアスペスト成分が含有されて

いると思われます。特に蛇紋岩を使用したものから

は ク リ ソ タ イル が 検 出 さ れ た ケ ース も あ り ま す。 関

東地区の住宅は秩父山系の蛇紋岩の使用が多いので、

アスペスト（クリソタイル）の含有が懸念されます。

しかし、現在のところ、正確な測定方法がなく、ま

た、これらの業者は中小・零細業者が多いので、な

か な か 正 確 な 情 報 が 得 ら れ に く い の が 実 情 で す が、

皆 さ ん の 住 宅 で モ ル タル が 使 わ れ て い る 場 合 に は、

アスベストが含有されている可能性があると考えて、

増改築時などには十分注意することが大切です。

● 接 着 剤 と ア ス ベ ス ト 対 策

以前は、接着剤にもアスベストが使用されていま

した。種類ごとの使用量、使用期間を表②に示します。

なお、塗料では１９８８年まで建築下地用として白石綿

が 使 用 さ れて い ま し た。

（表②）

種 類 使用量 廃止時期 用 途
酢ビ樹脂系
溶剤形

～２５％ １９９０年ごろ
より非配合

木レンガ用
Ｐタイル用

合成ゴム溶剤形
マスティック

～３．０％ １９９０年ごろ
より非配合

ボード施工用

エポキシ樹脂系
パテ形

～４．０％ １９９５年ごろ
より非配合

土木・建築用

フ ロ ー リ ン グ
施 工 用 エ ポ キ シ
樹 脂 系

～２５％ １９９４年ごろ
より非配合

フ ロ ー リ ン グ
施 工 用

工業用エポ
キシ樹脂系

～ ２ ％ １９９４年ごろ
より非配合

● ア ス ベ ス ト の 代 替 品

アスペスト代替品としてさかんに使用されている

の が グ ラスウ ール で す。 グ ラスウ ール は 安 全 と い わ

れていますが、水に弱くカビやすいこと、ホルマリ

ンが出ることなどの問題があります。

＜お話をうかがった感想＞

井上さんからの説明で、私たちの身の廻りで、い

か に 多 くの ア スベ ス ト が 今 も 使 用 さ れて い る の か が

わかり、驚きました。製品の破損や劣化、除去工事

などで、知らないうちにアスベストを浴びて健康を

損なうことになるかもしれません丿静かな時限爆弾」

は今も私たちの身の廻りにあるのです。私たち一人

ひとりが正しい知識を持つとともに、安全に処理さ

れるよう、国や自治体に働きかけをしていかなけれ

ばならないことを強く感じました。

（小池操子、中下裕子）
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「廃プラスチック問題」

２００６年４月１７日、東京２３区及び清掃一部事務組合は、２００８年度から２３区全域で廃プラ
スチックを「可燃ごみ」として収集し、焼却処理するとの記者発表をしました。これま

で廃プラスチックは「炉が傷む」［塩化水素の発生によって健康被害が発生する］などの
理由から「不燃ごみ」として処理してきました。焼却によって発生するダイオキシンや
重金属類などの有害化学物質は大丈夫なの？ごみ減量化・資源化の流れに逆行するの
では？他によりよい代替手段はないの？いくっもの「？」に対して私たちはどう考
え、行動すべきか。分科会で３名の方からお話いただきました。

・村田徳治さん （循環資源研究所・所長）
廃プラスチックはマテリ

ベレコアルリサイクル（再生利用）

にに適したものではありませ
ん。プラスチックといって

も種類は多様で、何種類も

の樹脂が複合している製品

もあります。添加剤を加え

ないと、原料として利川で

きる品質に分別精製することができません。ガラス瓶

や空き缶は、溶融・成型すれば新しい瓶や缶ができあ

がります。しかし、廃プラスチックは劣化してしまう

ので低品質の再生品にしかなりません。また、マテリ

アルリサイクルは、原料リサイクルや埋立てよりもコ

ストが多くかかります。ドイツ大手総合化学メーカー

ＢＡＳＦ社も、廃プラの再生は低品質の製品をっくる

だけで、廃プラ処理の本質的な解決にはっながらない

と考えています。

塩化ビニール樹脂特有の問題もあります。塩化ビニ
ールに含まれる塩化水素は燃やすとダイオキシンが発

生します。塩化水素が入っていると燃料として使えな

いため、焼却妨害にもなります。除去処理には多大な

コストがかかってしまいます。

次に、日本のごみ処理ではエネルギー回収がほとん

ど行われていません。環境省は１０％以上エネルギー回

収できれば、廃プラスチックを都市ごみ焼却炉で焼却

してもよいという方針を示しています。しかし、ドイ

ツではごみ焼却を原則として禁止しており、ごみを焼

却する場合は７５％以上のエネルギー回収を義務付けて

ΦＮＥｗｓＬＥＴＴＥＲｖｏｌ４４

います。日本には、全国１３７４ヵ所（２００４年度）の施設

のうち、発電をしている施設が２８１（２０％）、発電効率

１０％以上の施設は１５３ヵ所（０．９％）しかありません。

目本のほとんどの焼却炉ではエネルギー回収施設もな

くエネルギーは無駄に捨てられています。一方、ヨー
ロッパの複数の国では給湯施設が普及しているので、

給湯パイプを利用して地域暖房や厨房・風呂などに温

水を供給しています。ヨーロッパのごみ焼却炉は、ご

みを燃料とするエネルギー供給プラントなのです。日

本にはこのような給湯パイプがないので別の方法を考

える必要があります。

フィードストックリカバリーは、原料回収であって

リサイクルではありません。日本でガス化溶融炉と言

われるものは単なる焼却炉がほとんどです。ＲＤＦ

（廃プラ固形燃料）は塩ビが混入したまま燃やしてい

るので、塩化水素やダイオキシンが発生しているので

はないかと考えられます。都市ごみをセメント焼成用

燃料にするなどの資源化技術は、埋立地が不要という

メリットがあります。ただし塩ビや塩が混入してしま

うという障害は残ります。

今後の提言として、第一に、エネルギー回収のため
に、コークス炉を利用して廃棄物を熱分解・ガス化し

て水素に変え、ガスの配管で水素を供給するという手

法をとりいれるべきです。第二に、市町村単位でのエ

ネルギーの有効活用という視点が必要です。実際、北

海道では生ごみのメタンを活用している事例がありま

す。第三に、拡大生産者責任に基づき、プラスチック

生産者に課徴金をかけて資源化賞用をまかなうことが

望ましいと考えます。循環型社会の構築のためには、



廃棄物を産業の原料として活用するシステムを実現し

なければなりません。

❼植田靖子さん（廃プラを燃やすな！市民協議
会）

１９８９年以降２３区のごみは

現在まで減り続けています。

こそのため、焼却炉の処理能

丿力は余っています。しかし、

焼却炉の数は減っていませ

；ん。逆に、世田谷清掃工場

の立替、足立工場、大井工

場、葛飾工場のプラント工

事などが進められています。そのような巾、２００５年１

月に私達は「廃プラを燃やすな！市民協議会」を発足

しました。

まず必要なことはごみを増やさないことです。廃プ

ラは、容器包装リサイクル法を活用して分別を進めれ

ば、もっと資源化することが可能なのです。２００５年１０

月に特別区長会は、２３区の廃プラのサーマルリサイク

ル（焼却処理）を２００８年度から本格実施することを決

めました。その理山を行政側は最終処分場の延命目的

と説明しています。しかし、東京都の最終処分場に占

める一般廃棄物の割合は全体の２０％、そのうち廃プラ

の割合は全体の１０％に過ぎません。分別収集によって

もっと廃プラを減らせるのに燃やして灰にする必要は

ありません。私達は区議６９人と区民で廃プラリ尭却計画

の撤回を求める共同声明を出しています。

また、焼却施設から排出される重金属やダイオキシ

ンなどの有害化学物質の問題があります。環境省はい

くつかの研究結果を示して、Ｊ尭却施設から排出される

重金属は除去できるという説明をしています。しかし、

私達がそれらの研究を実施した研究機関にアンケート

をとったところ、都市ごみには実験では把握できない

ものが混入するので安全かどうかは調査が必要だとの

回答を得ました。つまり完令に安全だとは言えないの

です。しかも、東京都は焼却施設からの排ガス・重金

属基準値を設定していません。ドイツは排ガス基準が

ありますし、ＥＵは排ガス中の重金属類（カドミウ

ム・水銀・鉛など１２種類とその化合物）の規制値を設

定 して い ま す。

・坂本史子さん（目黒区議会議員）
］レヅ汗清掃工場の排ガス測定
イ ト は 、 カ ド ミ ウム 、 鉛 、 塩 化ンｘシｊぞ

ｉズ水素、ＰＣＢなど２５物質に
ついて年１回２日間行われ

ています。清掃一部事務組

合は、調査結果から全ての

基準をクリアしていると説

明しています。しかし、年

１回しか行われていないため、最も状態のよい時期に

洲定しているのではないかということが懸念されま

す。有害物質の除去は、最初バグフィルターで有害物

質が除去され、次に洗煙装置を通り、蒸気式ガス再加

熱器によって温度を上げた後、触媒分解塔に入るとい

う３工程を経ます。ごみ質の変動は不規則にしかも常

時生じています。ごみ質の変動が常時起こっている状

況で、その状況に応じて循環空気・排ガス冷却用空

気・冷却水・補給水・苛性ソーダ等を調整することは

不 可 能 で す。

現在、東京都の４区（品川区・大田区・足立区・杉

並区）でサーマルリサイクルの実証実験を行なってい

ます。廃プラ混合ごみぐ？）焼却が、排ガス・排水・焼却

灰および焼却施設に及ぼす影響等について調査するも

の で す。

目黒区では、清掃一部事務組合と目黒区及び地域住

民代表で、目黒清掃工場の操業に関し、工場建設時に

おける地域環境の状況を悪化させないよう公害発生の

防止と改善を務めるための協定書を締結しています。

※ さ ら に 詳 し く 知 り た い 方 は 、 下 記 の 関 連 ホ ー ム ペ ー

ジ な ど を ご 覧 下 さ い。

廃 プ ラス チ ッ ｊ ｚ 焼 却 計 画 の 撤 同 を 求 め る ２ ３ 区 民 ・ 区 議

会 議 貝 に よ る 共 同 声 明

http://www.ｉｋｅＪｉｒｉｓｅｉＪｉ.net/ｋｏｄａｗａｒｉ／ｋｙｏｄｏｓｅｉｍｅｉ．ｐｄｆ

東 京 祁 ２ ３ 区 清 掃 一 部 事 務 組 合

ｈｔｔｐノ／ｔｏｋｙｏ２３．ｓｅｉｓｏｕ、ｏｒｊｒ３／ｉｒｌｄ｛うｘ．ｈｔｍ

（粟谷しのぶ）
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第８年度会計報告と
未納含む会費納入・ご寄付のお願い

ダイオキシン・環境ホルモン対策国民会議もおかげ

さまで９年度目を迎えました。会員の皆さまには、日

頃から私どもの活動にご理解を頂き、ご参加いただく

とともに、金銭面でも年会費の納入、ブックレットの

販売、さらにはご寄付と、ご支援を賜りありがとうご

ざいます。８年度目（２００５年度）の会計につきご報告
い た し ま す。

年会費の納入をお願いしておりますが、個人会貝で

１人２０００円の年会費は、ニュースレターの発行にかか

る印刷、発送費等の実費にほぽ見合う金額であり、会費

収入だけからニュースレターを発行すると赤字になり

ますので、それ以上の活動の経費については、助成金と

事 務局次長・会計担当菊地美穂

ご寄付をいただいてなんとかまかなってまいりました。

残念ながら第８年度に関しては、助成金をいただく

ことができませんでした。また、名簿上会員となって

おりニュースレターをお送りしているにもかかわら

ず、年会費を未納の会員が少なからずいらっしゃいま

した。そのため約１５０万円という大きな赤字を出して

しまい、過去の貯えを食いつぶしている状況です。
ニュースレターにつきましては、年会費の金額の

割に充実した内容であると自負しております。財政難

のご報告を差し上げますと、ニュースレターの実費に

加えて、若干でも活動資金の負担をする意思で会貝と

なっているのだから、年会費の増額をしてはどうかと

２００５年度貸借対照表
２００６年９月３０日現在

科 目 金 額
１．資産の部

１．流動資産
現預金
現 金 現 金 手 元 有 高
普通預金みずほ銀行神谷町支店
郵 便 貯 金 郵 便 局

流動資産合計
２．固定資産

器具備品
固定資産合計
資産合計

２．負債の部
１．流動負債

未払金
流動負債合計
負債合計

３．正味財産の部
前期繰越正味財産
当期正味財産増加額

正味財産合計
負債および正味財産合計

３０７，６１４
２４１，０６７
ｚ１，（）７４，５８７ ｚ１，（５２３，２６８

ｚｔ，（５１２３，２６８

７７０６，０６８

７０６，０６８

ニ２９６，３５８

Ｆ５，３２９，３３８

ニ２９６，３５８

（５，５９３，６１５
△１，５５６０，６３７

１２９６，３５８

ミ５，（）３２，９７８

Ｅ５，２３２９，３３６
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いうご意見をいただきます。また、ＨＰ上で全文読め

るようにし、郵送を希望しない会員や会費未納者には

送付しない扱いとしてはどうかとのご意見もありまし

た。ＨＰへのアップは検討をいたしますが、インター

ネットを使える方ばかりではありませんので、印刷

費・送料の軽減にも限度があると思われます。

あらゆる領域の人々が立場や利害を超えて結集し、

知恵を出し合うべく設立したダイオキシン・環境ホル

モン対策国民会議でありますから、活動の幅を広げる

ため、年会費は極力安く押さえてまいりました。この

方針は今後も維持していきたいと考えております。そ

の代わり、不公平のないように年会費につきましては

皆様お忘れなきよう、可能な限り過年度の未納分も含

め、納入方よろしくお願い致します。

毎年のお願いで恐縮ですが、新年度につきましても、

苦しい状態が続きますので、年会費の納入、ブックレ

ットの販売、さらにはできましたらご寄付により、ダ

イオキシン・環境ホルモン対策国民会議の活動を支え

てくださいますよう、今後ともよろしくお願い申し上

げ ま す。

２００５年度収支計算書
２００５年１０月１日から２００６年９月３０日まで

１。経常収入の部
１．会費・入会金収入

入会金収入
会費収入

２．寄付金収入
３．事業収入

シンポ他参加費収入
４．助成金収入

環境事業団助成金収入
５．雑収入

経常収入合計
２．経常支出の部

１．事業費
講師謝礼
交通費
通信費
資料作成費
会場料
雑費

（Ａ）

２。管理費
人件費
ホームベージ関係費用
四谷事務所家賃
水道光熱費
雑費
経常支出合計
経常収支差額

当期収支差額
前期繰越収支差額
次期繰越収支差額

（Ｂ）
（Ａ）-（Ｂ）

６６，０００

１，（５４０，０００-

１４０，０００
２７，４６０

１，３２６，５６８
１，５２８，０００
８９，７００
１３，８９０

１，３２４，６６０
１２６，０００
ｚ１８０，０００

４１，５１６
４７９，９６９

１，７０６，０００

１，（）０６，１８０

１２６２，２００

５８，０００

９８４，- ７４６

３，１２５，６１８

１２，４５２，１４５-

４，０１７，

５、５７７、
△ １，

１２６

７６３
ｇｉｆ別盃

△１，Ｆ５６０，６３７

（５，Ｆ５９３，６１５-
Ｆ５，（）３２，９７８一

※雑収入のうちブックレット販売代金は９印，０６５円，送１；１はｎ，５２０円。資料作成１１？のうちニュースレター分は１，１８５，４５０円。
うちニュースレター配送費は１，０３４，２１８円。

通信費の

ＮＥｗｓＬＥＴＴＥＲｖｏｌ．４４Φ



子どもフロジェクト連続セミナー

子 ど も の 『 脳 の 発 達 障 害 』 と 向 き 合 お う
～子どもたちが健康で幸せに生きていける環境を守り創るために～

１７

講師
作
已

田 洋 一 郎 氏 （ 鯨 醐 邨 鴇 洵 ｌ ｉ 時 子 １ １ １ 肘 肘 、 縮 刷 Ｊ Ｅ ｓ Ｔ ソ 新 堀 和 子 謡 旨 ２ 謳 垂 謡 会 ） 醐
ＩＩＷＷ-心ふ＝Ｉ〃心・

百 耳 言 耳 二 ▽ つ シ ヽ
町。ごこ玩。ふタタ｀。。♂《

・，・ｉ？事軸１１１１１霞雇にこ

回 丿，``。にごご

連続セミナー第４回目は、子どもの脳の発達障害を

テーマに開催されました。脳科学研究の第一人者であ

る黒ｍ氏からは、ＬＤ、ＡＤＨＤ、高機能自閉症など

の軽度発達障害に関する研究成果や、今後期待される

早期発見・早期診断、さらに予防や根源的治療の可能

性について、最新の知見をもとにお話していただきま

した。また、「全国ＬＤ親の会」理事の新堀氏からは、

ＬＤの早期発見・早期療育を目ざして活動する「全国

ＬＤ親の会」の取り組みや、教育や支援の現状につい

てお話していただきました。

＠ＮＥｗｓＬＥＴＴＥＲＶＯＩ、４４

● 子 ど も た ち の 脳 に 何 が 起 き て い る か （ 黒 田 洋
一郎氏）

発達障害の研究は、近年、脳科学の最新の知識と技

術が応用され始め、ようやく盛んになってきました。

最近では、発達障害の原因や脳の中での変化の研究が

進み、軽度発達障害の早期発見・早期診断、さらには

その予防や根源的治療について新しい可能性が出てき
っつあります。

もともと、あらゆる病気の原因には、遺伝因子と環

境囚子が共に関係しています。ところが、昔から「訳

のわからない病気は遺伝では」といった非科学的な考

え方があり、発達障害の原因についても、「主に遺伝

子の異常である」などといわれてきました。そのため、

軽度発達障害の子どもをもつ親は、「親からの遺伝で、

子どもが発達障害になったのではないか」と落ち込む

ことも多かったのです。しかし、ヒトの行動と遺伝子

の関係を調べる研究が進歩し、また、子どもの発達障

害の原因が環境ホルモンなどの化学物質である可能性

を示す研究成果が増えるにしたがって、従来の遺伝因

子を強調する説への批判一反省が大きくなり始めまし

た 。

遺伝子が原因であるとすれば、遺伝子そのものの異

常を変えなければなりませんが、それはできません。

しかし、環境因子が原因や危険因子のひとっであると

いうことがわかれば、それを除いたり変えたりするこ

とによって、予防や治療ができる可能性があるので

す 。

脳は、数多くの遺伝子が順序良く働く（発現する）
ことによって神経回路が作られ、発達します。遺伝子

が正常であっても、遺伝子の働き（発現）に異常があ

ると、脳の機能発達に障害が生じるのです。遺伝子の

発現・神経回路の形成には、ホルモンで調整される部

分と、環境からの刺激に基づく神経活動で調整される

部分とがあります。ここで重要なのは、環境化学物質

が、遺伝子発現の双方の仕組みに影響を与えているこ

とです。例えば、ＰＣＢは、甲状腺ホルモンの働きを

かく乱します。ホルモンを介する先天的な脳の発達過

程に障害を与えているのです。また、殺虫剤・農薬な

どは、神経活動依存性の遺伝子の働きをかく乱します。

脳の発達で特に重要な、後天的に獲得される発達過程

にも障害を与えているのです。つまり、親や先生が適



則こしつけや教育を行った場合であっても、子どもの

脳がそれを受け付けられず、無効になる可能性が高い

ということです。しかし、逆に、これら発達障害の子

どもも、適切なケア・支援教育を続ければ、年齢が進

むにっれて正常に戻っていく場合があることも知られ

て い ま す。

発達障害の原因を研究することによって、早期発見、

早期治療、支援、予防が可能になります。これらが有

効であることは、クレチン症の例からも明らかです。

重い知的発達障害を伴うクレチン症では、母親の周産

期におけるョード不足による甲状腺ホルモン濃度の低

下が原因であることが分かりました。そのため、予防

システムや早期発見・診断、治療法が既に確立してい

るのです。環境化学物質が原因らしいとわかれば、特

にこれから妊娠する女性は、ＰＣＢや農薬の入った食

べ物は食べないなどの予防法が可能になります。

脳の研究は現在進行形のことが多く、子どもの脳に

何か起こっているのかは、詳しいことはまだよく分か

っていないのが実情です。これから段々と明らかにな

っていくことだと理解していただきたいと思います。

● 早 期 発 見 ・ 早 期 療 育 を め ざ し て ～ Ｌ Ｄ 親 の 会

の 取 り 組 み ～ （ 新 堀 和 子 氏 ）

全国ＬＤ親の会は、１９９０年２月１１日、９団体を発起

人として設立されました。現在、３７都道府県、４４団体、

総会貝数は約２９００名にのぼっています。

ＬＤの子どもを持つ親にとっては、「子どもたちが

自立した豊かな社会生活を送ること」が切なる願いで

す。まず、ＬＤなどの発達障害のある人を知ってほし

い、分かってほしいという思いから、教育・医療・福

祉・労働などの問題について、各関係団体・機関と連

携しながら活動に取り組んでいます。

ＬＤ（学習障害）とは、基本的には全般的な知能発

達に遅れはないが、聞く、話す、読む、計算する又は

推論する能力のうち、特定のものの習得と使用に著し
い困難を示す様々な状態を示すことをいいます。その

原因として、中枢神経系に何らかの機能障害があると

推定されていますが、視覚障害、聴覚障害、知的障害、

情緒障害などの障害や、環境的な要因が直接的な原因

となるものではないと考えられています。ＬＤ児の発

達には個人差があるので、専門家にも見過ごされやす

いのが特徴です。障害と分かりにくい微妙な問題が子

どもにあると、育てにくく更に問題を大きくしてしま

うことになりかねません。また、このような子どもた

ちの教育を考えることは、一般の子どもたちの教育を

考えることに繋がります。一人ひとりの子どものニー

ズに合った教育が必要ではないかと考えているので

す 。

また、親が子どもの障害を受容できるかどうかも問

題です。障害者手帳があるかどうかによって、受けら

れる福祉サービスの内容が全く違ってくるのですが、

なかなか子どもの障害を受容できず、障害者手帳の交

付を拒む親も多く見受けられます。ただし、障害者手

帳の有無にかかわらず、子どもたちが生きづらい社会

であることは一緒です。親の会としては、このような

課題を克服するために、相談会や講演会、懇談会を開

催したり、各地域の支援団体との交流を深めるなどの

活動に取り組んでいます。

厚生労働省では、早期発見・早期支援のための重要

事項を掲げています。親の会では早期発見のために母

子手帳に気づきの項目を入れることなどを提案してい

ますが、親としては子どもの障害を認めたくないとい

う気持ちも強く、更なる工夫も必要なのかもしれませ

ん。保育所や保育園における適切な対応も挙げられて

います。実際に、保育士が子どもの障害に気づく場合

があるのですが、なかなか親には伝えられないのが実

情です。未だ支援制度が整っていないことが原因の一

つと考えられています。

しかし、早期発見・早期支援が重要であることは明

らかです。発達障害をもつ子どもたちは、幼い頃から

失敗の経験の連続で、自己肯定感も低くなります。そ

のため、良好な人間関係を築けず、大人になってから

精裕章害に陥る可能性が高いのです。また、子どもた

ちが早くから社会性を身につけることも重要です。お

金の使い方、そして選択の教育、さらに体力を身につ

けることが必要なのです。

今般、学校教育法が改正され、来年度から特別支援

教育がはじまります。子どもたちを取り巻く人々の連

携が課題となっていますが、特に、教育現場において

は、担任の先生だけではなく、学校全体でサポートす

る体制を整えてほしいと願っています。

今後も、「大人は子どもの応援団」という姿勢で、

活動に収り組んでいきたいと思います。

（子どもプロジェクトチーム・下条珠美）

ＮＥｗｓＬＥＴＴＥＲＶＯ１４４Φ



ＮＥ贅言
回 ゜ ゜ 。 。 ‾ 習 ゛ １ ｌ ｉ 、 ｓ Ξ ● ｌ 、 ｚ ≡

前号のニュースをお送りした際に会費のお支払いのお願いと年末カンパの
お願いを同封させていただきました。また今号の総会報告でもふれていますが、
前期は１５６万円の赤字になってしまいました。財政的には非常に苦しい状況が
続いております。
現在の国民会議の会計は、皆様からの会費収入と隔月のニュースを発行する

経費で？ほぼとんとんといった状態です。その外の活動を行う場合、外部団体か
らの助成金交付を受けるか、皆様からのカンパに頼らざるを得ないのが現状で
す。
会費については、現在の会員１６８５名中、前期分の会費が未払いのままにな
っている方が５２３名いらっしゃいます。その方々には２期分として４０００円の
ご請求をさせていただきました。前期未納分の会費を全額支払っていただくだ
けで、今期は１０４万６０００円の収入増になります。
また今年度は、ダイオキシン国際会議にあわせたＮＧＯフォーラムの開催や、

化学物質過敏症に関するプロジェクトチームの立ち上げなど新たな活動を予定
しております。
会員の皆様方には、なにとぞ国民会議の新た原言漆み対する財政的支援と
してのカンパをどうぞよろしくお願いいたします。
会費・カンパのお振込には前回お送りした振込用紙をご利用ください。
また既に会費の納入に振込用紙をご使用いただき、新たにカンパをお送りい

ただけるという方は、お申し出いただければ、振込用紙をご送付させていただ
きます。
また、振込先の振替口座は、郵便振替ＯＯＩフ○-１-５６６４２
加入者名は、ダイオキシン・環境ホルモン対策国民会議
で す。
では、良いお年をお迎えください。来年が皆様にとって良い年になりますよ
うに。

圖 ． ＝ ９ ・ Ξ ・ ・ ・．

１１月９日常任幹事会開催
１１月１８日年次総会記念フォーラムｒ身近
な 有 害 物 質 か ら 子 ど も を 守 る ーア ス ベ ス
ト・重金属一環境ホルモンー」開催

１１月２３日環境ＮＧＯと市民の集いｒＬｅｔ’ｓ
エコボランティア＆エコ就職！」に参加
１２月９日学習会「国際基準と日本の食費生
活からみたカドミウムの基準のあり方」開催
１２月１４日常任幹事会開催

子どもプロジェクト連続セミナー第５回
２００フ。３．３（土）午後１時３０分～
Ｆ胎児・不妊と化学物質（仮題）ｊ
講師：未定
会場：池袋・東京芸術劇場大会議室

※詳細については、次号でお知らせいたします。

ダイオキシンー
国民会議

環境ホルモン対策
提言と実行

ニ ュ ー ス レ タ ー 第 ４ ４ 号

２００Ｇ年１２月発行

発行所
ダイオキシンー環境ホルモン対策
国 民 会 議 事 務 局
〒１６０-０００４
東京都新宿区四谷１-２１

戸ａｌビル４階
ＴＥＬ０３，５３６８-２７３５
ＦＡＸ０３，５３６８-２７３６
郵便振替○０１７０-１-５６６４２
ダイオキシン・環境ホルモン対策
国民会議

編集協力・レイアウト
（有聡合工房キャップ

編集後記広報委員会委員長佐和洋亮
《い つ の こ と だ か 思 い 出 して ご ら ん の 人 々 に よ って 保 有 、 逆 に 、 世 界 総 人 口 の
あ ん な こ と こ ん な こ と あ っ た で し 半 分 に 当 る 貧 し し 眉 の 人 々 が 家 計 資 産 全 体
ょう》

０６年も暮れようとしております。
１年間のご愛読、ありがとうございまし

た 。
皆様にとり、今年はどのような年だった

でしょうか。１年間健康で仕事か出来たと
か、お子さんが進学されたとか、孫ができ
たとか、親しい方が亡くなったとか………
社会では、いじめによる自殺などという

言いようのないニュースから、「いざなき
景気」といわれながら、消費者金融の多重
債務者２３０万人、ワーキングプアや自治体
の破産。美しい国ニッポンのアベさんの登
場。教育基本法に関係するタウンミーティ
ング問題など。
そして、海外。アジア大会で日本が金を

取ったというニュースのその会場のペルシ
ャ湾を挟んだ対岸のイラクでは、相も変わ
らす米軍機によって子どもらが殺されたと
いう報道。国連大学の発表で、世界の家計
資産の半分以上が最も裕福な２パーセント

の１パーセントだけを保有。地球上は、平
和と戦争、冨と貧困などの矛盾に満ち満ち
ているわけであります。

そして、環境ホルモンについては、丁度、
１０年前に『奪われし未来』が出版され、
環境ホルモンが注目されはじめ（その頃こ
の国民会議が発足）、９８年環境庁（当時）
が６７物質を環境ホルモンの疑いがあると
リストアップ、しかし、今年に入って、環
境省は誤解を与える懸念かおるとしてこれ
を廃止。情報化社会といわれながら、この
問題については、最近はあまり報道されな
くなりました。私達の身の回りに出没して
いるこの目に見えない「怪物」に対して、
粘り強く監視し続ける必要があると思いま
す 。
この国民会議は、来年、１０周年を迎え

ます。今後共どうぞご支援の程、宜しくお
願い致します。
それではどうぞ良いお年をお迎え下さ

い 。

ΦＮＥｗｓＬＥＴＴＥＲＶＯＩ．４４

＊国民会議事務局のＥ一回］ｉｌアドレスは、ｋｏｋｕｒ１１１-ｋａｉｇｉ＠ｓｙｄ．ｏｄｎ．ｎｅ・ｊｐです．
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